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※このカレンダーには、決算日等に関係なく全ての会社に共通する期日のみ記載しています。

●申告、納付期限等の日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たるときは、
　その翌日が納付期限等の日となります。

2総務・経理のお仕事カレンダー

月の　　 と税務 労務

（公認会計士・税理士　井村奨 ／ 特定社会保険労務士　井村佐都美）

Column

　非上場株式等の少額配当、上場株式等の配当には申告不要制
度が設けられていますが、あえて確定申告することも可能です。
この場合の税務・労務の注意点を記載します。

[税務上の注意点]
　所得税（復興特別所得税含む。以下同じ）においては、非上
場株式等の配当金には20.42％の所得税が源泉徴収され、上場
株式等の配当金には15.315％の所得税が源泉徴収されている
ため、確定申告時の税率と源泉徴収税率を比較等して有利選択
することができます。ただし、確定申告することにより所得要
件で配偶者控除等の対象から外れてしまう可能性もあります。

[労務上の注意点]
　配当所得を確定申告すると収入・所得が増加するため、年金や
健康保険で扶養の対象外に、国民健康保険料等では保険料や医療
費自己負担の増加に、保育園の保育料増加に繋がる可能性があり
ます。なお、所得税では確定申告をする、住民税では申告不要制度
を選択する場合は上記の影響を受けないこともあります。

　以上、税務・労務の総合的な観点から確定申告を行うかどうか
を選択する必要があります。

所得税の確定申告
●１月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
 ➡ ２月10日（水）まで
●前年12月決算法人の確定申告と納付（法人税・消費税など）
　★届出により申告期限の延長と見込納付制度あり（消費税を除く）。
 ➡ 決算応当日（月末決算では３月１日（月））まで
●令和３年６月決算法人の中間申告と納付（法人税・消費税など）
 ➡ 決算応当日（月末決算では３月１日（月））まで
●３か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国
税）が400万円超の法人）のうち３月・６月・９月決算法人の中間
申告と納付
 ➡ 決算応当日（月末決算では３月１日（月））まで
●１か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国
税）の年税額が4,800万円超の法人）のうち前年11月・12月決算
法人を除く法人の中間申告と納付
 ➡ 決算応当日（月末決算では３月１日（月））まで
●固定資産税・都市計画税（第４期分）の納付
 ➡ 市町村条例指定日まで

●雇用保険被保険者資格取得届の提出（１月雇入分）
 ➡ ２月10日（水）まで
●外国人雇用状況届出書の提出（雇用保険の被保険者ではない外国人
の１月雇入・離職分）
 ➡ ３月１日（月）まで

税務

労務

●健康保険・厚生年金保険の保険料納付（１月分）
 ➡ ３月１日（月）まで
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労働保険概算保険料分割納 
付第３期分の納付
労働者死傷病報告書（休業４日
未満）提出（前年10月～12月）
外国人雇用状況届出書（前年12
月分）
健康保険・厚生年金保険の保険
料納付（前年12月分）

１月分の源泉所得税等の納付
雇用保険被保険者資格取得届の
提出（１月雇入分）

固定資産税の償却資産の申告
給与所得の源泉徴収票の交付
給与所得の源泉徴収票等の法定
調書合計表等の提出
給与支払報告書の提出
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基本 キ税務基本のキ5分 で読める!

令和２年度分の固定資産税は猶予、令和３年度分の固定資産税は軽減！

公認会計士・税理士　溝端浩人 ／ 税理士　松本栄喜

　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小事業者等を支援するために、令和２年度分の
固定資産税（土地及び居住用家屋に係る固定資産税を含む全て）については、申請を行うことによって１年間の徴収猶予
（無担保かつ延滞金なし）を受けることができ、また、令和３年度分の固定資産税については、令和３年１月31日＊1まで
に申告を行うことによって、固定資産税（事業用家屋及び償却資産に限る）の負担を軽減（ゼロ又は1/2）する措置の
適用を受けることができます。
　なお、この軽減措置の適用を受ける場合には、事前に認定経営革新等支援機関等＊2の確認（申告書への記名・押印等）
が必要となります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入の減少があった中小事業者等（大会社の子会社等を除く）は、事業
収入の減少率に応じて、令和３年度分の事業用家屋や償却資産に係る固定資産税（都市計画税を含む）について軽減を
受けることができます。

● 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置

手続き

＊1　１月31日が日曜日のため、申告期限が２月１日（月）の自治体もあります。申告先の自治体へご確認ください。
＊2　認定経営革新等支援機関等とは、国から中小企業に対して専門性が高い支援事業を行うものとして認定を受けた金融機関等、認定経営革新等支援機関
に準ずる都道府県中小企業団体中央会、商工会議所以外に、認定を受けているか否かにかかわらず公認会計士、税理士又は青色申告会等をいいます。

【対象資産及び手続等】

対象資産 事業用家屋・償却資産
（注） 土地は軽減の対象資産ではありませんが、令和３年度については、税負担が増加しない特別措置が講じられる
　  予定です。

市町村への
提出書類 •各市町村が定める特例申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本）

•事業収入の減少を証明する書類（会計帳簿の写し等）

共通

•事業用家屋の特例対象資産一覧
•特例対象資産の事業専用割合を示す資料（法人税別表十六や所得税青色決算書、収支
内訳書の写し）

事業用家屋

•令和３年度　償却資産税申告書
償却資産

（注） 虚偽の記載をした場合は罰則規定が設けられています。

認定経営革新等支援機関等に下記の事項について確認を受け、申告書を発行してもらう。
❶中小事業者等であること、❷事業収入の減少、❸特例対象家屋の事業専用割合

令和３年１月31日までに、固定資産税を納付する市町村へ申告

【軽減率】

令和２年２月～10月までの任意
の連続する３か月間の事業収入が、
前年の同期間と比べて

30％以上50%未満減少している場合

50%以上減少している場合
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